
 

請求人 監査委員（監査委員事務局） 

  

監査委員による監査の実施 

請求人には、証拠の提出及び陳述の機会が与えられます。 

請求書の提出 事務局による請求書の受付 

監査委員による要件審査 

監査を実施：要件を備えている 

監査を実施しない(却下)：要件を

欠いている 

監査委員による監査結果の決定 

勧告：請求に理由がある 

棄却：請求に理由がない 

市長等は必要な措置を講じ、 

監査委員に通知 

審査結果の通知 

監査結果の通知 

措置状況の通知 

 

住民監査請求の流れ 
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＊外部監査人による監査が相当であると認められた場合には、請求の日から２０日以内にその旨通知を行いま

す。その場合には、「監査委員による監査の実施」とあるのは「外部監査人による監査の実施」と、「６０日」と

あるのは「９０日」になります。 

監査を実施する場合 

勧告した場合 


